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印
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、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

�
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

一

�
香
川
県
警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
二

�
香
川
県
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

�
香
川
県
警
察
本
部
及
び
警
察
署
の
警
察
職
員
の
配
置
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

�
香
川
県
公
安
委
員
会
文
書
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
三

�
香
川
県
警
察
職
員
互
助
会
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
安
委
員
会
告
示

�
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
公
安
委
員
会
の
公
印
）
の

一
部
改
正

三
四

�
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
の
事
務
の
休
止

警
察
本
部
告
示

�
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程

�
香
川
県
警
察
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六
三

�
香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

�
香
川
県
警
察
公
有
財
産
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六
四

�
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六
六

�
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
で
き
る
個
人
情
報

�
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人

六
七

�
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
改
正

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
香
川
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
保
有
す
る
保
有

個
人
情
報
に
係
る
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
書
面
の
提
出
）

第
二
条

条
例
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
へ
の
書
面
の
提
出
は
、
香
川
県
警
察
本
部
に
行
う
も
の
と
す

る
。

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

第
三
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
）

第
四
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開

示
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
等
の
証
明
に
必
要
な
書
類
）

第
五
条

条
例
第
十
五
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第

三
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
実
施
機
関
が
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
場
合

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
類
で
公
安
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の

二

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に

定
め
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
で
公
安
委
員
会
が
適
当

と
認
め
る
も
の

号外９

平 成１８年

３月２８日（火曜日）

公
安
委
員
会
規
則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一



三

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合

当
該
遺
族
に
係
る
第
一
号
に
定
め
る
書
類

及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
で
公
安
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の

（
不
開
示
情
報
）

第
六
条

条
例
第
十
六
条
第
十
号
の
実
施
機
関
が
定
め
る
警
察
職
員
の
氏
名
は
、
警
部
補
以
下
の
階
級
に

あ
る
警
察
官
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
警
察
官
以
外
の
警
察
職
員
の
氏
名
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
等
）

第
七
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
様
式
第
三
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定

通
知
書

二

保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
様
式
第
四
号
の
保
有
個
人
情
報
一
部
開
示

決
定
通
知
書

２

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定

通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
八
条

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示

決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
九
条

条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等

期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
十
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示

請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
意
見
照
会
書
等
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
保
有
個
人
情
報
の

開
示
に
係
る
意
見
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
意
見
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
意
見
書
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開

示
に
係
る
意
見
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
（
条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
開
示
の
実
施
等
）

第
十
二
条

第
七
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い

て
、
当
該
通
知
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
閲
覧
又
は
視
聴
の
方
法
に
よ
り
受
け
る
者
が
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
停
止
さ
せ
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
行
う
と
き
の
交
付
部
数
は
、
一
件
の
開
示

請
求
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
費
用
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
写
し
の
作
成
及
び
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。

（
開
示
請
求
及
び
開
示
の
特
例
）

第
十
四
条

公
安
委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
項
目
並
び
に
口
頭
に
よ
り

開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
及
び
場
所
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
閲
覧
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
）

第
十
五
条

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
保
有
個
人

情
報
訂
正
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
等
）

第
十
六
条

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
不
訂
正

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二



決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
十
七
条

条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
十
八
条

条
例
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
七
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決

定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
十
九
条

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
八
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
通
知
書
）

第
二
十
条

条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
通

知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
）

第
二
十
一
条

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
保

有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
）

第
二
十
二
条

条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
保
有
個
人

情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用

不
停
止
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
二
十
三
条

条
例
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
保
有
個
人
情

報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
二
十
四
条

条
例
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
利

用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安

委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
八
十
一
の
四
の
項
を
八
十
一
の
五
の
項
と
し
、
八
十
一
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

八
十
一
の
四

香
川
県

個
人
情
報
保
護
条
例

（
平
成
十
六
年
香
川

県
条
例
第
五
十
七
号
）

第
四
条
第
二
項

出
資
法
人
の
指
定

〇

第
六
条
第
二
項

及
び
第
四
項

個
人
情
報
の
収
集

〇

第
六
条
第
三
項

個
人
情
報
を
収
集
す
る
場
合
に
お
け
る

目
的
の
明
示

〇

第
七
条

保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
以
外
の
目

的
の
た
め
の
利
用
又
は
提
供

〇

第
八
条
第
一
項

保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の
者

に
提
供
す
る
場
合
の
必
要
な
制
限
の
付

加
又
は
安
全
確
保
の
措
置
の
要
求

〇

第
九
条
第
一
項

保
有
個
人
情
報
を
正
確
か
つ
最
新
な
状

態
に
保
つ
た
め
の
安
全
確
保
の
措
置

〇

第
九
条
第
二
項

保
有
個
人
情
報
の
廃
棄
又
は
消
去

〇

第
十
一
条
第
一

項

委
託
に
伴
う
安
全
確
保
の
措
置
の
明
示

〇

第
十
三
条
第
一

項

個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）

の
作
成
及
び
閲
覧

〇

第
十
三
条
第
二

項
第
七
号

登
録
簿
に
登
録
す
る
事
項
の
定
め

〇

第
十
三
条
第
四

項

登
録
簿
に
登
録
し
な
い
事
項
及
び
登
録

簿
を
作
成
し
な
い
こ
と
の
決
定

〇

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三



第
二
十
三
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
他

の
実
施
機
関
に
対
す
る
事
案
の
移
送
の

決
定
及
び
そ
の
通
知

〇

第
二
十
三
条
第

三
項

他
の
実
施
機
関
へ
移
送
し
た
事
案
の
開

示
の
実
施
へ
の
協
力

〇

第
二
十
四
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
第

三
者
に
対
す
る
意
見
の
照
会
内
容
の
定

め

○

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
第

三
者
に
対
す
る
意
見
の
照
会
の
決
定
及

び
そ
の
通
知

〇

第
二
十
四
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
公

益
上
の
理
由
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る

意
見
の
照
会
内
容
の
定
め

○

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
公

益
上
の
理
由
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る

意
見
の
照
会
の
決
定
及
び
そ
の
通
知

〇

第
二
十
四
条
第

三
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
決
定
に
係
る

第
三
者
に
対
す
る
通
知

〇

第
二
十
五
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

〇

第
二
十
五
条
第

二
項

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有

個
人
情
報
の
開
示
の
方
法
の
定
め

〇

保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文

書
等
の
写
し
に
よ
る
開
示
の
実
施

〇

第
二
十
五
条
第

三
項

電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
の
開
示
の
方
法

の
定
め
の
閲
覧

〇

第
二
十
五
条
第

四
項

本
人
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

の
必
要
な
書
類
の
定
め
（
第
十
五
条
第

二
項
の
準
用
）

○

第
十
三
条
第
五

項

登
録
の
抹
消

〇

第
十
五
条
第
一

項
第
三
号

開
示
請
求
書
の
記
載
事
項
の
定
め

○

第
十
五
条
第
二

項

本
人
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

の
必
要
な
書
類
の
定
め

〇

第
十
五
条
第
三

項

開
示
請
求
書
の
形
式
上
の
不
備
に
係
る

補
正
の
要
求
及
び
参
考
と
な
る
情
報
の

提
供

〇

第
十
六
条
第
十

号

開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
従
事
す
る
事
務

又
は
事
業
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
警
察
職
員
の
氏
名
の
定
め

○

第
二
十
条
第
一

項

保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
開

示
の
決
定
及
び
開
示
の
実
施
に
関
す
る

定
め

○

保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
開

示
の
決
定
の
通
知

〇

第
二
十
条
第
二

項

保
有
個
人
情
報
の
不
開
示
の
決
定

〇

保
有
個
人
情
報
の
不
開
示
の
決
定
の
通

知

〇

第
二
十
一
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
開
示
又
は
不
開
示
の
決
定
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
開
示
決
定
等
」
と
い

う
。
）
の
期
間
の
延
長
の
決
定

〇

開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長
の
通
知

〇

第
二
十
二
条

開
示
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
の
決

定

〇

開
示
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
の
通

知

〇

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四



第
二
十
七
条
第

一
項

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
が
で
き
る
保
有

個
人
情
報
の
定
め

〇

第
二
十
七
条
第

二
項

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
が
で
き
る
保
有

個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

〇

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
が
で
き
る
保
有

個
人
情
報
の
開
示
の
方
法
の
定
め

〇

第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号

訂
正
請
求
書
の
記
載
事
項
の
定
め

〇

第
二
十
九
条
第

三
項

本
人
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

の
必
要
な
書
類
の
定
め
（
第
十
五
条
第

二
項
の
準
用
）

○

第
二
十
九
条
第

三
項

訂
正
請
求
書
の
形
式
上
の
不
備
に
係
る

補
正
の
要
求
及
び
参
考
と
な
る
情
報
の

提
供
（
第
十
五
条
第
三
項
の
準
用
）

〇

第
三
十
条

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
実
施

〇

第
三
十
一
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
決
定

〇

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
決
定
の
通
知

〇

第
三
十
一
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
不
訂
正
の
決
定

〇

保
有
個
人
情
報
の
不
訂
正
の
決
定
の
通

知

〇

第
三
十
二
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
又
は
不
訂
正
の

決
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訂
正

決
定
等
」
と
い
う
。
）
の
期
間
の
延
長

の
決
定

〇

訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
の
通
知

〇

第
三
十
三
条

訂
正
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
の
決

定

〇

訂
正
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
の
通

知

〇

第
三
十
四
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
請
求
に
係
る
他

の
実
施
機
関
に
対
す
る
事
案
の
移
送
の

決
定
及
び
そ
の
通
知

〇

第
三
十
五
条

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
実
施
を
し
た

場
合
の
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先

へ
の
通
知

〇

第
三
十
七
条
第

一
項
第
四
号

利
用
停
止
請
求
書
の
記
載
事
項
の
定
め

○

第
三
十
七
条
第

二
項

本
人
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

の
必
要
な
書
類
の
定
め
（
第
十
五
条
第

二
項
の
準
用
）

○

第
三
十
七
条
第

二
項

利
用
停
止
請
求
書
の
形
式
上
の
不
備
に

係
る
補
正
の
要
求
及
び
参
考
と
な
る
情

報
の
提
供
（
第
十
五
条
第
三
項
の
準
用
）

〇

第
三
十
八
条

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止

〇

第
三
十
九
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
決
定

〇

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
決
定
の

通
知

〇

第
三
十
九
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
不
停
止
の
決
定

○

保
有
個
人
情
報
の
利
用
不
停
止
の
決
定

の
通
知

〇

第
四
十
条
第
二

項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
又
は
利
用

不
停
止
の
決
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
利
用
停
止
決
定
等
」
と
い
う
。
）

の
期
間
の
延
長
の
決
定

〇

利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
延
長
の
通

知

〇

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五



別
表
備
考
第
十
三
号
の
二
中
「
に
係
る
」
を
「
及
び
八
十
一
の
四
の
項
の
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条

例
に
係
る
」
に
、
「
同
条
例
」
を
「
こ
れ
ら
の
条
例
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
十
二
条
関
係
）

第
四
十
一
条

利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

の
決
定

〇

利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

の
通
知

〇

第
四
十
二
条

香
川
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て「
審
議
会
」と
い
う
。
）

へ
の
諮
問

〇

第
四
十
三
条

不
服
申
立
て
の
棄
却
等
に
係
る
第
三
者

に
対
す
る
通
知
（
第
二
十
四
条
第
三
項

の
準
用
）

〇

第
四
十
四
条

開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

す
る
情
報
の
提
供
等

〇

第
四
十
五
条
第

一
項

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の

処
理

〇

第
四
十
五
条
第

二
項

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の

処
理
に
つ
い
て
の
審
議
会
の
意
見
の
聴

取

○

第
四
十
九
条

特
定
事
業
者
（
国
家
公
安
委
員
会
の
所

掌
事
務
に
係
る
事
業
を
目
的
と
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
す
る
必
要
な
助
言
又
は
指

導

〇

第
五
十
条

特
定
事
業
者
に
対
す
る
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
関
す
る
説
明
及
び
資
料
の
提
出

の
要
求

〇

第
五
十
一
条

特
定
事
業
者
に
対
す
る
勧
告

〇

第
五
十
二
条

特
定
事
業
者
が
説
明
若
し
く
は
資
料
の

提
出
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
場
合
又

は
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
旨
の
公
表

〇

特
定
事
業
者
に
対
す
る
意
見
の
機
会
の

付
与

〇

第
五
十
四
条
第

一
項

事
業
者
（
国
家
公
安
委
員
会
の
所
掌
事

務
に
係
る
事
業
を
目
的
と
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
本
人
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
の
処
理

の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
必
要
な
措
置

〇

第
五
十
四
条
第

二
項

事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
聴

取

〇

第
五
十
五
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
協
力

要
求
及
び
協
力

〇

第
五
十
六
条
第

二
項

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
制
度
の
運

営
及
び
改
善
に
関
す
る
意
見
の
受
理

〇

第
五
十
七
条
第

一
項

開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
又
は
利
用

停
止
決
定
等
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

審
議
会
へ
の
提
示

〇

第
五
十
七
条
第

三
項

分
類
又
は
整
理
を
し
た
資
料
の
審
議
会

へ
の
提
出

〇

第
五
十
七
条
第

四
項

意
見
書
又
は
資
料
の
審
議
会
へ
の
提
出

〇

１

香
川
県
個
人

情
報
保
護
条
例

施
行
規
則
（
平

成
十
八
年
香
川

県
公
安
委
員
会

規
則
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二

項

保
有
個
人
情
報
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
停

止
命
令
又
は
中
止
命
令

〇

第
十
四
条
第
一

項

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目
等
の
告

示

〇

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六



別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
）

電
磁
的
記
録
の
種
類

開

示

の

方

法

一

紙
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
に

印
字
し
、
又
は
印

画
す
る
方
法
に
よ

り
出
力
す
る
こ
と

が
で
き
る
電
磁
的

記
録

１

紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
印
字
し
、
又
は
印
画
し
た
も
の
の

閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

２

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二

二
三
に
適
合
す
る
幅
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写

し
た
も
の
の
交
付

３

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適

合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再

生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

二

一
の
項
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
電

磁
的
記
録

１

視
聴

２

録
音
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
（
日
本
工
業
規
格
Ｃ
五
五
六
八
に
適
合
す
る

記
録
時
間
百
二
十
分
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

３

ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
（
日
本
工
業
規
格
Ｃ
五
五
八
一
に
適
合
す

る
記
録
時
間
百
二
十
分
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
る
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー
以

外
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
十
円
に
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番

に
よ
る
用
紙
を
用
い
て
写
し
を
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
場
合
に
要
す
る
用
紙
の
枚
数
を
乗
じ
て

得
た
額

四

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
る
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー
で

あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
百
円
に
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番

に
よ
る
用
紙
を
用
い
て
写
し
を
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
場
合
に
要
す
る
用
紙
の
枚
数
を
乗
じ
て

得
た
額

五

別
表
第
一
の
一
の
項
２
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
枚
に
つ
き
百
円

六

別
表
第
一
の
一
の
項
３
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
枚
に
つ
き
三
百
円

七

別
表
第
一
の
二
の
項
２
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
巻
に
つ
き
四
百
円

八

別
表
第
一
の
二
の
項
３
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
巻
に
つ
き
五
百
円

区

分

金

額

一

文
書
等
の
写
し
又
は
電
磁
的
記
録
を
紙
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
印
字
し
、
若
し

く
は
印
画
し
た
も
の
の
写
し
（
以
下
こ
れ
ら

を
「
写
し
」
と
い
う
。
）
の
大
き
さ
が
日
本

工
業
規
格
Ａ
列
三
番
を
超
え
な
い
場
合
で
当

該
写
し
が
カ
ラ
ー
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
十
円

二

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
な
い
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー

で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
百
円

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

七



□共通 □固有

□識別番号 □氏名 □性別

□生年月日・年齢 □住所

□電話番号 □国籍・本籍（都道府県名のみ）

□その他（ ）

□健康・病歴 □障害
□その他（ ）

□家族状況 □婚姻関係 □親族関係 □居住環境
□その他（ ）

□職業・職歴・地位 □学歴 □資格 □表彰

□成績・評価 □資産・収入 □納税状況

□公的扶助 □その他（ ）

□宗教 □思想・信条 □本籍・人種・民族

□犯罪歴 □特定の傷病・障害

□その他（ ）

□法令等の根拠（法令等名： ）

年 月 日

年 月 日

□本人

□本人以外（香川県個人情報保護条例第６条第２項第 号該当）

□文書により収集

□口頭により収集

□その他（ ）

□実施機関内の他の所属 □他の実施機関

□他の官公署

□その他（ ）

□手作業処理 □電子情報処理組織を使用

□（委託する事務の名称： ）

番号所属コード

個人情報取扱事務 の 区 分

個人情報取扱事務 の 名 称

登 録

保 有

個人情報取扱事務の目的及び
根拠

基 本 的 事 項

心 身 の 状 況

家 庭 生 活

社 会 生 活

そ の 他

香川県個人情報保護条例
第６条第４項各号に該当
する特定個人情報

個人情報の対象者 の 範 囲

登 録 年 月 日

変 更 年 月 日

個 人 情 報 の 主 な 収 集 先

個人情報の主な収 集 方 法

個人情報の提供先（実施機関内
の他の所属で利用する場合を含
む。）

個人情報の主な提 供 方 法

外 部 委 託 の 有 無

登 録 番 号

個人情報取扱事務を

所管する組織の名称

個

人

情

報

の

記

録

項

目

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

別記様式第１号（第３条関係）

個人情報取扱事務登録簿
香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

八



□閲覧
□視聴
□写しの交付
□電磁的記録を複写したものの交付

□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開 示 の 方 法 の 区 分

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
開示を請求する
場合

別記様式第２号（第４条関係）

保有個人情報開示請求書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな

氏 名

電話番号（ ） ―

香川県個人情報保護条例第１４条の規定により、次のとおり保有個人情報の開示を請求します。

注 １ 「開示請求に係る保有個人情報の内容」欄は、開示請求に係る保有個人情報を特定することが
できるように記入してください。

２ □については、該当するものに「�」を記入してください。
３ 本人が開示を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）
を提出し、又は提示してください。

４ 法定代理人又は遺族が開示を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注３の書類に加え、
法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

５ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第１５条第３項の規定により補正を求めるこ
とがあります。

６ ※欄は、記入しないでください。
７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

九



年 月 日（ ） 午前
午後 時 分

電話番号（ ） ―

日 時

場 所

開示する保有個人情報の
内容

保有個人情報の開示の日
時及び場所

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第３号（第７条関係）

保有個人情報開示決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおり開示する

ことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第１項の規定により通知します。

注 １ 保有個人情報の開示の日時に都合の悪いときは、あらかじめ事務担当課等に連絡してください。

２ 本人が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、本人であること

を証明する書類（運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。

３ 法定代理人又は遺族が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、

法定代理人又は遺族に係る注２の書類に加え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸

籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

４ この処分に対し、香川県個人情報保護条例第２４条第１項に規定する第三者から不服申立てがあ

ったときは、行政不服審査法の規定により開示が停止される場合がありますので、御了承くださ

い。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
〇



年 月 日（ ） 午前
午後 時 分

電話番号（ ） ―

日 時

場 所

開示する保有個人情報の
内容

保有個人情報の開示の日
時及び場所

開 示 し な い 部 分

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第４号（第７条関係）

保有個人情報一部開示決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおりその一部

を開示することと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第１項の規定により通知します。

注 １ 保有個人情報の開示の日時に都合の悪いときは、あらかじめ事務担当課等に連絡してください。

２ 本人が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、本人であること

を証明する書類（運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。

３ 法定代理人又は遺族が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、

法定代理人又は遺族に係る注２の書類に加え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸

籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

４ この処分に対し、香川県個人情報保護条例第２４条第１項に規定する第三者から不服申立てがあ

ったときは、行政不服審査法の規定により開示が停止される場合がありますので、御了承くださ

い。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
一



電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第５号（第７条関係）

保有個人情報不開示決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおり開示しな

いことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
二



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第６号（第８条関係）

保有個人情報開示決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、次のとおり開示決定等の期間を

延長しましたので、香川県個人情報保護条例第２１条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
三



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

保有個人情報のうちの相当
の部分について開示決定等
をする期限

上記の期限までに開示決定
等をする部分

香川県個人情報保護条例第
２２条の規定を適用する理由

残りの保有個人情報につい
て開示決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第７号（第９条関係）

保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、香川県個人情報保護条例第２２条

の規定を適用し、次のとおり開示決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
四



電話番号（ ） ―

年 月 日（ ）

開示請求に係る保有個人情
報の内容

移送した実施機関における
事務担当課等

移送を受けた実施機関にお
ける事務担当課等

移 送 し た 日

移 送 し た 理 由

備 考

別記様式第８号（第１０条関係）

保有個人情報開示請求事案移送通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、次のとおり事案を移送しました

ので、香川県個人情報保護条例第２３条第１項の規定により通知します。

注 １ この開示請求に係る開示決定等については、移送を受けた実施機関が行います。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
五



年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開示請求に係る保有個人情
報に含まれているあなたに
関する情報の内容

意 見 書 の 提 出 期 限

意 見 書 の 提 出 先
（事 務 担 当 課 等）

備 考

別記様式第９号（第１１条関係）

保有個人情報の開示に係る意見照会書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けであなた（貴 ）に関する情報が含まれている保有個人情

報についての開示請求がありましたので、香川県個人情報保護条例第２４条第１項の規定により通知しま

す。

つきましては、当該保有個人情報を開示することについて御意見がありましたら、別紙「保有個人情

報の開示に係る意見書」を提出期限までに提出してください。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
六



香川県個人情報保護条例第２４条第２項第 号適用
（理由）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開示請求に係る保有個人情
報に含まれているあなたに
関する情報の内容

香川県個人情報保護条例第
２４条第２項第１号又は第２
号の規定の適用の区分及び
当該規定を適用する理由

意 見 書 の 提 出 期 限

意 見 書 の 提 出 先
（事 務 担 当 課 等）

備 考

別記様式第１０号（第１１条関係）

保有個人情報の開示に係る意見照会書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けであなた（貴 ）に関する情報が含まれている保有個人情

報についての開示請求がありましたので、香川県個人情報保護条例第２４条第２項の規定により通知しま

す。

つきましては、当該保有個人情報を開示することについて御意見がありましたら、別紙「保有個人情

報の開示に係る意見書」を提出期限までに提出してください。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
七



□保有個人情報の開示について反対しない。

□保有個人情報の開示について反対する。

１ 保有個人情報の開示により支障がある部分

２ 保有個人情報の開示により支障がある理由

開示請求に係る保有個人情
報の内容

保有個人情報の開示に対す
る意見

保有個人情報の開示に反対
する部分及びその具体的理
由

別記様式第１１号（第１１条関係）

保有個人情報の開示に係る意見書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

団体にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで照会のあったこのことについて、次のとおり回答します。

注 １ 「保有個人情報の開示に対する意見」欄は、該当する□に「�」を記入してください。
２ 「保有個人情報の開示に反対する部分及びその具体的理由」欄は、保有個人情報の開示に反対

する場合に記入してください。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

�
��
�

	
��



香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
八



年 月 日（ ）

年 月 日付け 第 号

電話番号（ ） ―

開示する保有個人情報の内
容

開示する保有個人情報に含
まれているあなたに関する
情報の内容

開 示 を 実 施 す る 日

開示を決定した処分の日等

開示することとした理由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１２号（第１１条関係）

保有個人情報開示通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで照会しましたあなた（貴 ）に関する情報が含まれてい

る保有個人情報については、次のとおり開示（一部開示）することと決定しましたので、香川県個人情

報保護条例第２４条第３項（第４３条において準用する第２４条第３項）の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

一
九



□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

訂正を求める趣旨及び理由

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
開示を請求する
場合

別記様式第１３号（第１５条関係）

保有個人情報訂正請求書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで開示を受けた保有個人情報について、香川県個人情報保護条例第２８条

の規定により、次のとおり保有個人情報の訂正（追加・削除）を請求します。

注 １ 「訂正請求に係る保有個人情報の内容」欄は、訂正請求に係る保有個人情報を特定することが
できるように記入してください。

２ □については、該当するものに「�」を記入してください。
３ 本人が訂正を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）
を提出し、又は提示してください。

４ 法定代理人又は遺族が訂正を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注３の書類に加え、
法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

５ 請求書を提出する際には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、
又は提示してください。

６ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第２９条第３項において準用する第１５条第３
項の規定により補正を求めることがあります。

７ ※欄は、記入しないでください。
８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
〇



電話番号（ ） ―

訂正をする保有個人情報の
内容

訂正をする具体的内容

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１４号（第１６条関係）

保有個人情報訂正決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで訂正請求のありました保有個人情報については、次のとおり訂正をす

ることと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３１条第１項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
一



電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

訂 正 を し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１５号（第１６条関係）

保有個人情報不訂正決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで訂正請求のありました保有個人情報については、次のとおり訂正をし

ないことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３１条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
二



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１６号（第１７条関係）

保有個人情報訂正決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、次のとおり訂正決定等の期間を

延長しましたので、香川県個人情報保護条例第３２条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
三



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

香川県個人情報保護条例第
３３条の規定を適用する理由

保有個人情報について訂正
決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１７号（第１８条関係）

保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、香川県個人情報保護条例第３３条

の規定を適用し、次のとおり訂正決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
四



電話番号（ ） ―

年 月 日（ ）

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

移送した実施機関における
事務担当課等

移送を受けた実施機関にお
ける事務担当課等

移 送 し た 日

移 送 し た 理 由

備 考

別記様式第１８号（第１９条関係）

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、次のとおり事案を移送しました

ので、香川県個人情報保護条例第３４条第１項の規定により通知します。

注 １ この訂正請求に係る訂正決定等については、移送を受けた実施機関が行います。

なお、移送を受けた実施機関が訂正決定をした場合は、移送した実施機関は、訂正の実施をし

ます。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
五



年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正の実施をした保有個人
情報の内容

訂正の実施をした具体的内
容

訂 正 の 実 施 を し た 日

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１９号（第２０条関係）

保有個人情報訂正通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付け 第 号で提供した保有個人情報について、次の

とおり訂正の実施をしましたので、香川県個人情報保護条例第３５条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
六



□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

利用停止を求める趣旨及び
理由

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
利用停止を請求
する場合

別記様式第２０号（第２１条関係）

保有個人情報利用停止請求書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで開示を受けた保有個人情報について、香川県個人情報保護条例第３６条

の規定により、次のとおり保有個人情報の利用停止（消去・提供の停止）を請求します。

注 １ 「利用停止請求に係る保有個人情報の内容」欄は、利用停止請求に係る保有個人情報を特定す
ることができるように記入してください。

２ 「利用停止を求める趣旨及び理由」欄については、香川県個人情報保護条例第３６条第１項各号
に規定するいずれの規定に違反しているかがわかるようにできるだけ具体的に記入してください。

３ □については、該当するものに「�」を記入してください。
４ 本人が利用停止を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅
券等）を提出し、又は提示してください。

５ 法定代理人又は遺族が利用停止を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注４の書類に加
え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してくだ
さい。

６ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第３７条第２項において準用する第１５条第３
項の規定により補正を求めることがあります。

７ ※欄は、記入しないでください。
８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
七



電話番号（ ） ―

利用停止をする保有個人情
報の内容

利用停止をする具体的内容
及び利用停止の手段

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２１号（第２２条関係）

保有個人情報利用停止決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで利用停止請求のありました保有個人情報については、次のとおり利用

停止をすることと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３９条第１項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
八



電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

利用停止をしない理由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２２号（第２２条関係）

保有個人情報利用不停止決定通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで利用停止請求のありました保有個人情報については、次のとおり利用

停止をしないことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３９条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

二
九



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２３号（第２３条関係）

保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の利用停止請求については、次のとおり利用停止決定等

の期間を延長しましたので、香川県個人情報保護条例第４０条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
〇



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

香川県個人情報保護条例第
４１条の規定を適用する理由

保有個人情報について利用
停止決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２４号（第２４条関係）

保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県公安委員会 �

年 月 日付けの保有個人情報の利用停止請求については、香川県個人情報保護条例第

４１条の規定を適用し、次のとおり利用停止決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知し

ます。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
一



香
川
県
警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

香
川
県
警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
警
察
署
協
議
会
規
則
（
平
成
十
三
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
小
豆
警
察
署
協
議
会
及
び
丸
亀
警
察
署
協
議
会
」
を
「
坂
出
警
察
署
協
議
会
」
に
、

「
当
分
の
間
、
小
豆
警
察
署
協
議
会
に
つ
い
て
は
六
人
、
丸
亀
警
察
署
協
議
会
に
つ
い
て
は
八
人
」
を
「

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
五
人
」
に
改
め
る
。

別
表
香
川
県
坂
出
警
察
署
の
項
中
「
七
人
」
を
「
四
人
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
中

「
香
川
県
綾
南
警
察
署
」
を
「
香
川
県
高
松
西
警
察
署
」
に
、
「
綾
南
警
察
署
協
議
会
」
を
「
高
松
西
警

察
署
協
議
会
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
丸
亀
警
察
署
の
項
中
「
六
人
」
を
「
八
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

香
川
県
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香

川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
一
編
第
二
章
」
を
「
第
一
編
第
三
章
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
及
び
財
務
に
関
す
る
事
項
の
閲
覧
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
書
類
」
の

下
に
「
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
警
察
本
部
及
び
警
察
署
の
警
察
職
員
の
配
置
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

香
川
県
警
察
本
部
及
び
警
察
署
の
警
察
職
員
の
配
置
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

香
川
県
警
察
本
部
及
び
警
察
署
の
警
察
職
員
の
配
置
定
員
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安

委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
警
務
部
の
項
か
ら
交
通
部
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
務
部

一
三
人

二
二
人

二
六
人

六
一
人

九
六
人

一
五
七
人

生
活
安
全
部

一
四
人

一
八
人

八
二
人

一
一
四
人

一
五
人

一
二
九
人

刑
事
部

九
人

二
一
人

八
二
人

一
一
二
人

二
七
人

一
三
九
人

交
通
部

八
人

一
五
人

八
一
人

一
〇
四
人

五
〇
人

一
五
四
人

第
二
条
第
一
項
の
表
警
備
部
の
項
中
「
七
二
人
」
を
「
七
六
人
」
に
、
「
八
七
人
」
を
「
九
一
人
」
に
、

「
三
人
」
を
「
二
人
」
に
、
「
九
〇
人
」
を
「
九
三
人
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
警
察
学
校
の
項
中
「
四

人
」
を
「
二
人
」
に
、
「
一
〇
七
人
（
う
ち
、
一
〇
一
人
」
を
「
一
〇
二
人
（
う
ち
、
九
四
人
」
に
、
「

一
一
三
人
」
を
「
一
〇
六
人
」
に
、
「
一
一
五
人
」
を
「
一
〇
八
人
」
に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

合

計

五
一
人

八
八
人

四
四
九
人

五
八
八
人

一
九
二
人

七
八
〇
人

第
二
条
第
二
項
中
「
警
視
に
あ
っ
て
は
一
人
を
、
警
部
に
あ
っ
て
は
九
人
」
を
「
警
部
に
あ
っ
て
は
十

一
人
」
に
、
「
九
人
を
調
整
定
員
」
を
「
十
九
人
を
調
整
定
員
」
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
二



第
三
条
の
表
東
か
が
わ
警
察
署
の
項
中
「
三
五
人
」
を
「
三
七
人
」
に
、
「
四
一
人
」
を
「
四
三
人
」

に
、
「
四
六
人
」
を
「
四
八
人
」
に
改
め
、
同
表
さ
ぬ
き
警
察
署
の
項
中
「
七
三
人
」
を
「
七
一
人
」
に
、

「
八
二
人
」
を
「
八
〇
人
」
に
、
「
八
九
人
」
を
「
八
七
人
」
に
改
め
、
同
表
高
松
東
警
察
署
の
項
中
「

五
〇
人
」
を
「
五
二
人
」
に
、
「
五
八
人
」
を
「
六
〇
人
」
に
、
「
六
四
人
」
を
「
六
六
人
」
に
改
め
、

同
表
小
豆
警
察
署
の
項
中
「
四
二
人
」
を
「
四
一
人
」
に
、
「
四
九
人
」
を
「
四
八
人
」
に
、「
五
四
人
」

を
「
五
三
人
」
に
改
め
、
同
表
高
松
北
警
察
署
の
項
中
「
二
六
八
人
」
を
「
二
六
二
人
」
に
、
「
二
八
四

人
」
を
「
二
七
八
人
」
に
、
「
二
一
人
」
を
「
二
〇
人
」
に
、
「
三
〇
五
人
」
を
「
二
九
八
人
」
に
改
め
、

同
表
坂
出
警
察
署
の
項
及
び
綾
南
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

坂
出
警
察
署

二
人

六
人

九
四
人

一
〇
二
人

九
人

一
一
一
人

高
松
西
警
察

署

二
人

三
人

三
八
人

四
三
人

四
人

四
七
人

第
三
条
の
表
丸
亀
警
察
署
の
項
中
「
一
〇
五
人
」
を
「
一
二
三
人
」
に
、
「
一
一
五
人
」
を
「
一
三
三

人
」
に
、
「
一
三
人
」
を
「
一
二
人
」
に
、
「
一
二
八
人
」
を
「
一
四
五
人
」
に
改
め
、
同
表
琴
平
警
察

署
の
項
中
「
一
人
」
を
「
二
人
」
に
、
「
三
七
人
」
を
「
三
六
人
」
に
改
め
、
同
表
高
瀬
警
察
署
の
項
中

「
一
人
」
を
「
二
人
」
に
、
「
四
人
」
を
「
三
人
」
に
、
「
三
五
人
」
を
「
三
六
人
」
に
、
「
四
〇
人
」

を
「
四
一
人
」
に
、
「
四
七
人
」
を
「
四
八
人
」
に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

合

計

三
二
人

八
〇
人

一
、
一
〇

三
人

一
、
二
一
五
人

一
一
三
人

一
、
三
二
八
人

第
四
条
の
表
刑
事
部
の
項
中
「
四
人
」
を
「
三
人
」
に
改
め
、
同
表
警
備
部
の
項
中
「
二
人
」
を
「
一

人
」
に
改
め
、
同
表
高
松
北
警
察
署
の
項
中
「
三
人
」
を
「
一
人
」
に
改
め
、
同
表
高
松
南
警
察
署
の
項

中
「
高
松
南
警
察
署
」
を
「
観
音
寺
警
察
署
」
に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中
「
一
二
人
」
を
「
八
人
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
公
安
委
員
会
文
書
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

香
川
県
公
安
委
員
会
文
書
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
文
書
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
事
項
を
」
の
下
に
「
一
般
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
単
に
」
及
び
「
広
く
」

を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
法
令
」
を
「
法
令
又
は
職
務
上
の
権
限
」
に
、
「
一
定
事
項
」
を
「
一
定
の

事
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
香
川
県
警
察
本
部
警
務
部
企
画
課
」
を
「
香
川
県
警
察
本
部
警
務
部
企
画
課
文
書

室
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
公
示
等
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
公
布
」
の
下
に
「
及

び
告
示
の
公
示
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
公
布
す
る
」
を
「
公
布
し
、
又
は
公
示
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
」
を
「
公
告
そ
の
他
公
表
を
要
す
る
公
安
委
員
会
文
書
の
公
示
及
び
公
表
」

に
、
「
公
示
方
法
」
を
「
こ
れ
ら
の
方
法
」
に
、
「
告
示
、
公
告
そ
の
他
公
表
を
要
す
る
も
の
に
準
用
す

る
」
を
「
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
へ
の
掲
示
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
香
川
県
警
察
本
部

警
務
部
企
画
課
」
を
「
香
川
県
警
察
本
部
警
務
部
企
画
課
文
書
室
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
警
察
職
員
互
助
会
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

香
川
県
警
察
職
員
互
助
会
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
警
察
職
員
互
助
会
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
嘱
託
員
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二

十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
若
し
く
は
嘱
託
員
」
に
、「
者
は
」
を
「
も
の
は
」

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
三



に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
公
安
委
員
会
の
公
印
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

三
の
チ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

チ

高
松
西
警
察
署

●
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
車
両

移
動
保
管
機
関
と
し
て
指
定
し
た
法
人
が
車
両
移
動
保
管
事
務
を
休
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
指
定
車
両

移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
三
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
香
川
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
が
保
有
す
る
保
有

個
人
情
報
に
係
る
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
書
面
の
提
出
）

第
二
条

条
例
の
規
定
に
よ
る
警
察
本
部
長
へ
の
書
面
の
提
出
は
、
香
川
県
警
察
本
部
に
行
う
も
の
と
す

る
。

（
県
の
出
資
法
人
）

第
三
条

警
察
本
部
長
は
、
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
法
人
の

名
称
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

第
四
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
）

第
五
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開

示
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
等
の
証
明
に
必
要
な
書
類
）

第
六
条

条
例
第
十
五
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第

三
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
実
施
機
関
が
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
場
合

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
類
で
警
察
本
部
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

公
安
委
員
会
告
示

名

称

車
両
移
動
保
管
事
務
の
範
囲

休
止
年
月
日

財
団
法
人
香
川
県

交
通
安
全
協
会

警
察
署
長
が
移
動
す
べ
き
も
の
と
し
て
指
示
し
た

車
両
の
移
動
及
び
保
管
に
係
る
事
務
の
全
部

平
成
十
八
年
四
月
一
日

警
察
本
部
告
示

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
四



二

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に

定
め
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
で
警
察
本
部
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の

三

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合

当
該
遺
族
に
係
る
第
一
号
に
定
め
る
書
類

及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
で
警
察
本
部
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

（
不
開
示
情
報
）

第
七
条

条
例
第
十
六
条
第
十
号
の
実
施
機
関
が
定
め
る
警
察
職
員
の
氏
名
は
、
警
部
補
以
下
の
階
級
に

あ
る
警
察
官
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
警
察
官
以
外
の
警
察
職
員
の
氏
名
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
等
）

第
八
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
様
式
第
三
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定

通
知
書

二

保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
様
式
第
四
号
の
保
有
個
人
情
報
一
部
開
示

決
定
通
知
書

２

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定

通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
九
条

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示

決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
十
条

条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等

期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
保
有
個
人
情
報
開

示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
意
見
照
会
書
等
）

第
十
二
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
保
有
個
人
情
報
の

開
示
に
係
る
意
見
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
意
見
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
意
見
書
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開

示
に
係
る
意
見
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
（
条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
開
示
の
実
施
等
）

第
十
三
条

第
八
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い

て
、
当
該
通
知
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
察
本
部
長
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
閲
覧
又
は
視
聴
の
方
法
に
よ
り
受
け
る
者
が
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
停
止
さ
せ
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
行
う
と
き
の
交
付
部
数
は
、
一
件
の
開
示

請
求
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
費
用
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
写
し
の
作
成
及
び
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。

（
開
示
請
求
及
び
開
示
の
特
例
）

第
十
五
条

警
察
本
部
長
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
項
目
並
び
に
口
頭
に
よ
り

開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
及
び
場
所
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
閲
覧
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
保
有
個
人

情
報
訂
正
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
等
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
五



第
十
七
条

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
不
訂
正

決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
十
八
条

条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
十
九
条

条
例
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
七
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決

定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
二
十
条

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
八
号
の
保
有
個
人
情
報

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
通
知
書
）

第
二
十
一
条

条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正

通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
）

第
二
十
二
条

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
保

有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
）

第
二
十
三
条

条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
保
有
個
人

情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用

不
停
止
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
二
十
四
条

条
例
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
保
有
個
人
情

報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
二
十
五
条

条
例
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
利

用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

２

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
の
三

香
川

県
個
人
情
報
保

護
条
例
（
平
成

十
六
年
香
川
県

条
例
第
五
十
七

号
）

第
二
十
条
第
一

項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の

決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定

通
知
書
（
香
川
県
個
人
情

報
保
護
条
例
施
行
規
程
（

平
成
十
八
年
香
川
県
警
察

本
部
告
示
第
三
号
）
別
記

様
式
第
三
号
）

保
有
個
人
情
報
の
一
部
の

開
示
の
決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
一
部
開
示

決
定
通
知
書
（
香
川
県
個

人
情
報
保
護
条
例
施
行
規

程
別
記
様
式
第
四
号
）

第
二
十
条
第
二

項

保
有
個
人
情
報
の
不
開
示

の
決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
不
開
示
決

定
通
知
書
（
香
川
県
個
人

情
報
保
護
条
例
施
行
規
程

別
記
様
式
第
五
号
）

第
二
十
一
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の

決
定
等
の
期
間
の
延
長
の

通
知

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定

等
期
間
延
長
通
知
書
（
香

川
県
個
人
情
報
保
護
条
例

施
行
規
程
別
記
様
式
第
六

号
）

第
二
十
二
条

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の

決
定
等
の
期
間
の
特
例
延

長
の
通
知

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定

等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

（
香
川
県
個
人
情
報
保
護

条
例
施
行
規
程
別
記
様
式

第
七
号
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
六



第
二
十
三
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請

求
に
係
る
他
の
実
施
機
関

に
対
す
る
事
案
の
移
送
の

通
知

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求

事
案
移
送
通
知
書
（
香
川

県
個
人
情
報
保
護
条
例
施

行
規
程
別
記
様
式
第
八
号
）

第
二
十
四
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請

求
に
係
る
第
三
者
に
対
す

る
意
見
の
照
会
の
通
知

保
有
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
意
見
照
会
書
（
香
川

県
個
人
情
報
保
護
条
例
施

行
規
程
別
記
様
式
第
九
号
）

第
二
十
四
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請

求
に
係
る
公
益
上
の
理
由

に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る

意
見
の
照
会
の
通
知

保
有
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
意
見
照
会
書
（
香
川

県
個
人
情
報
保
護
条
例
施

行
規
程
別
記
様
式
第
十
号
）

第
二
十
四
条
第

三
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の

決
定
に
係
る
第
三
者
に
対

す
る
通
知

保
有
個
人
情
報
開
示
通
知

書
（
香
川
県
個
人
情
報
保

護
条
例
施
行
規
程
別
記
様

式
第
十
二
号
）

第
三
十
一
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の

決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定

通
知
書
（
香
川
県
個
人
情

報
保
護
条
例
施
行
規
程
別

記
様
式
第
十
四
号
）

第
三
十
一
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
不
訂
正

の
決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
不
訂
正
決

定
通
知
書
（
香
川
県
個
人

情
報
保
護
条
例
施
行
規
程

別
記
様
式
第
十
五
号
）

第
三
十
二
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の

決
定
等
の
期
間
の
延
長
の

通
知

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定

等
期
間
延
長
通
知
書
（
香

川
県
個
人
情
報
保
護
条
例

施
行
規
程
別
記
様
式
第
十

六
号
）

第
三
十
三
条

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の

決
定
等
の
期
間
の
特
例
延

長
の
通
知

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定

等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

（
香
川
県
個
人
情
報
保
護

条
例
施
行
規
程
別
記
様
式

第
十
七
号
）

第
三
十
四
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
請

求
に
係
る
他
の
実
施
機
関

に
対
す
る
事
案
の
移
送
の

通
知

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求

事
案
移
送
通
知
書
（
香
川

県
個
人
情
報
保
護
条
例
施

行
規
程
別
記
様
式
第
十
八

号
）

第
三
十
五
条

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の

決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
訂
正
通
知

書
（
香
川
県
個
人
情
報
保

護
条
例
施
行
規
程
別
記
様

式
第
十
九
号
）

第
三
十
九
条
第

一
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停

止
の
決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止

決
定
通
知
書
（
香
川
県
個

人
情
報
保
護
条
例
施
行
規

程
別
記
様
式
第
二
十
一
号
）

第
三
十
九
条
第

二
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
不

停
止
の
決
定
の
通
知

保
有
個
人
情
報
利
用
不
停

止
決
定
通
知
書
（
香
川
県

個
人
情
報
保
護
条
例
施
行

規
程
別
記
様
式
第
二
十
二

号
）

第
四
十
条
第
二

項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停

止
の
決
定
等
の
期
間
の
延

長
の
通
知

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止

決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

（
香
川
県
個
人
情
報
保
護

条
例
施
行
規
程
別
記
様
式

第
二
十
三
号
）

第
四
十
一
条

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停

止
の
決
定
等
の
期
間
の
特

例
延
長
の
通
知

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止

決
定
等
期
間
特
例
延
長
通

知
書
（
香
川
県
個
人
情
報

保
護
条
例
施
行
規
程
別
記

様
式
第
二
十
四
号
）

第
四
十
三
条

不
服
申
立
て
の
棄
却
等
に

係
る
第
三
者
に
対
す
る
通

知
（
第
二
十
四
条
第
三
項

の
準
用
）

保
有
個
人
情
報
開
示
通
知

書
（
香
川
県
個
人
情
報
保

護
条
例
施
行
規
程
別
記
様

式
第
十
二
号
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
七



別
表
第
一
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

電
磁
的
記
録
の
種
類

開

示

の

方

法

一

紙
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
に

印
字
し
、
又
は
印

画
す
る
方
法
に
よ

り
出
力
す
る
こ
と

が
で
き
る
電
磁
的

記
録

１

紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
印
字
し
、
又
は
印
画
し
た
も
の
の

閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

２

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二

二
三
に
適
合
す
る
幅
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写

し
た
も
の
の
交
付

３

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適

合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再

生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

二

一
の
項
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
電

磁
的
記
録

１

視
聴

２

録
音
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
（
日
本
工
業
規
格
Ｃ
五
五
六
八
に
適
合
す
る

記
録
時
間
百
二
十
分
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

３

ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
（
日
本
工
業
規
格
Ｃ
五
五
八
一
に
適
合
す

る
記
録
時
間
百
二
十
分
の
も
の
と
す
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
る
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー
以

外
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
十
円
に
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番

に
よ
る
用
紙
を
用
い
て
写
し
を
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
場
合
に
要
す
る
用
紙
の
枚
数
を
乗
じ
て

得
た
額

四

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
る
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー
で

あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
百
円
に
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番

に
よ
る
用
紙
を
用
い
て
写
し
を
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
場
合
に
要
す
る
用
紙
の
枚
数
を
乗
じ
て

得
た
額

五

別
表
第
一
の
一
の
項
２
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
枚
に
つ
き
百
円

六

別
表
第
一
の
一
の
項
３
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
枚
に
つ
き
三
百
円

七

別
表
第
一
の
二
の
項
２
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
巻
に
つ
き
四
百
円

八

別
表
第
一
の
二
の
項
３
に
規
定
す
る
複
写

し
た
も
の
で
あ
る
場
合

一
巻
に
つ
き
五
百
円

区

分

金

額

一

文
書
等
の
写
し
又
は
電
磁
的
記
録
を
紙
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
印
字
し
、
若
し

く
は
印
画
し
た
も
の
の
写
し
（
以
下
こ
れ
ら

を
「
写
し
」
と
い
う
。
）
の
大
き
さ
が
日
本

工
業
規
格
Ａ
列
三
番
を
超
え
な
い
場
合
で
当

該
写
し
が
カ
ラ
ー
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
十
円

二

写
し
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三

番
を
超
え
な
い
場
合
で
当
該
写
し
が
カ
ラ
ー

で
あ
る
と
き
。

一
枚
に
つ
き
百
円

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
八



□共通 □固有

□識別番号 □氏名 □性別

□生年月日・年齢 □住所

□電話番号 □国籍・本籍（都道府県名のみ）

□その他（ ）

□健康・病歴 □障害
□その他（ ）

□家族状況 □婚姻関係 □親族関係 □居住環境
□その他（ ）

□職業・職歴・地位 □学歴 □資格 □表彰

□成績・評価 □資産・収入 □納税状況

□公的扶助 □その他（ ）

□宗教 □思想・信条 □本籍・人種・民族

□犯罪歴 □特定の傷病・障害

□その他（ ）

□法令等の根拠（法令等名： ）

年 月 日

年 月 日

□本人

□本人以外（香川県個人情報保護条例第６条第２項第 号該当）

□文書により収集

□口頭により収集

□その他（ ）

□実施機関内の他の所属 □他の実施機関

□他の官公署

□その他（ ）

□手作業処理 □電子情報処理組織を使用

□（委託する事務の名称： ）

番号所属コード

個人情報取扱事務 の 区 分

個人情報取扱事務 の 名 称

登 録

保 有

個人情報取扱事務の目的及び
根拠

基 本 的 事 項

心 身 の 状 況

家 庭 生 活

社 会 生 活

そ の 他

香川県個人情報保護条例
第６条第４項各号に該当
する特定個人情報

個人情報の対象者 の 範 囲

登 録 年 月 日

変 更 年 月 日

個 人 情 報 の 主 な 収 集 先

個人情報の主な収 集 方 法

個人情報の提供先（実施機関内
の他の所属で利用する場合を含
む。）

個人情報の主な提 供 方 法

外 部 委 託 の 有 無

登 録 番 号

個人情報取扱事務を

所管する組織の名称

個

人

情

報

の

記

録

項

目

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

別記様式第１号（第４条関係）

個人情報取扱事務登録簿
香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

三
九



□閲覧
□視聴
□写しの交付
□電磁的記録を複写したものの交付

□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開 示 の 方 法 の 区 分

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
開示を請求する
場合

別記様式第２号（第５条関係）

保有個人情報開示請求書

年 月 日

香川県警察本部長 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな

氏 名

電話番号（ ） ―

香川県個人情報保護条例第１４条の規定により、次のとおり保有個人情報の開示を請求します。

注 １ 「開示請求に係る保有個人情報の内容」欄は、開示請求に係る保有個人情報を特定することが
できるように記入してください。

２ □については、該当するものに「�」を記入してください。
３ 本人が開示を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）
を提出し、又は提示してください。

４ 法定代理人又は遺族が開示を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注３の書類に加え、
法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

５ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第１５条第３項の規定により補正を求めるこ
とがあります。

６ ※欄は、記入しないでください。
７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
〇



年 月 日（ ） 午前
午後 時 分

電話番号（ ） ―

日 時

場 所

開示する保有個人情報の
内容

保有個人情報の開示の日
時及び場所

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第３号（第８条関係）

保有個人情報開示決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおり開示する

ことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第１項の規定により通知します。

注 １ 保有個人情報の開示の日時に都合の悪いときは、あらかじめ事務担当課等に連絡してください。

２ 本人が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、本人であること

を証明する書類（運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。

３ 法定代理人又は遺族が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、

法定代理人又は遺族に係る注２の書類に加え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸

籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

４ この処分に対し、香川県個人情報保護条例第２４条第１項に規定する第三者から不服申立てがあ

ったときは、行政不服審査法の規定により開示が停止される場合がありますので、御了承くださ

い。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
一



年 月 日（ ） 午前
午後 時 分

電話番号（ ） ―

日 時

場 所

開示する保有個人情報の
内容

保有個人情報の開示の日
時及び場所

開 示 し な い 部 分

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第４号（第８条関係）

保有個人情報一部開示決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおりその一部

を開示することと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第１項の規定により通知します。

注 １ 保有個人情報の開示の日時に都合の悪いときは、あらかじめ事務担当課等に連絡してください。

２ 本人が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、本人であること

を証明する書類（運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。

３ 法定代理人又は遺族が保有個人情報の開示を受ける場合は、この通知書を提示するとともに、

法定代理人又は遺族に係る注２の書類に加え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸

籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

４ この処分に対し、香川県個人情報保護条例第２４条第１項に規定する第三者から不服申立てがあ

ったときは、行政不服審査法の規定により開示が停止される場合がありますので、御了承くださ

い。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
二



電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第５号（第８条関係）

保有個人情報不開示決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、次のとおり開示しな

いことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第２０条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
三



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第６号（第９条関係）

保有個人情報開示決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、次のとおり開示決定等の期間を

延長しましたので、香川県個人情報保護条例第２１条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
四



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

保有個人情報のうちの相当
の部分について開示決定等
をする期限

上記の期限までに開示決定
等をする部分

香川県個人情報保護条例第
２２条の規定を適用する理由

残りの保有個人情報につい
て開示決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第７号（第１０条関係）

保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、香川県個人情報保護条例第２２条

の規定を適用し、次のとおり開示決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
五



電話番号（ ） ―

年 月 日（ ）

開示請求に係る保有個人情
報の内容

移送した実施機関における
事務担当課等

移送を受けた実施機関にお
ける事務担当課等

移 送 し た 日

移 送 し た 理 由

備 考

別記様式第８号（第１１条関係）

保有個人情報開示請求事案移送通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の開示請求については、次のとおり事案を移送しました

ので、香川県個人情報保護条例第２３条第１項の規定により通知します。

注 １ この開示請求に係る開示決定等については、移送を受けた実施機関が行います。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
六



年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開示請求に係る保有個人情
報に含まれているあなたに
関する情報の内容

意 見 書 の 提 出 期 限

意 見 書 の 提 出 先
（事 務 担 当 課 等）

備 考

別記様式第９号（第１２条関係）

保有個人情報の開示に係る意見照会書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けであなた（貴 ）に関する情報が含まれている保有個人情

報についての開示請求がありましたので、香川県個人情報保護条例第２４条第１項の規定により通知しま

す。

つきましては、当該保有個人情報を開示することについて御意見がありましたら、別紙「保有個人情

報の開示に係る意見書」を提出期限までに提出してください。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
七



香川県個人情報保護条例第２４条第２項第 号適用
（理由）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

開示請求に係る保有個人情
報の内容

開示請求に係る保有個人情
報に含まれているあなたに
関する情報の内容

香川県個人情報保護条例第
２４条第２項第１号又は第２
号の規定の適用の区分及び
当該規定を適用する理由

意 見 書 の 提 出 期 限

意 見 書 の 提 出 先
（事 務 担 当 課 等）

備 考

別記様式第１０号（第１２条関係）

保有個人情報の開示に係る意見照会書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けであなた（貴 ）に関する情報が含まれている保有個人情

報についての開示請求がありましたので、香川県個人情報保護条例第２４条第２項の規定により通知しま

す。

つきましては、当該保有個人情報を開示することについて御意見がありましたら、別紙「保有個人情

報の開示に係る意見書」を提出期限までに提出してください。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
八



□保有個人情報の開示について反対しない。

□保有個人情報の開示について反対する。

１ 保有個人情報の開示により支障がある部分

２ 保有個人情報の開示により支障がある理由

開示請求に係る保有個人情
報の内容

保有個人情報の開示に対す
る意見

保有個人情報の開示に反対
する部分及びその具体的理
由

別記様式第１１号（第１２条関係）

保有個人情報の開示に係る意見書

年 月 日

香川県警察本部長 殿

住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

団体にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで照会のあったこのことについて、次のとおり回答します。

注 １ 「保有個人情報の開示に対する意見」欄は、該当する□に「�」を記入してください。
２ 「保有個人情報の開示に反対する部分及びその具体的理由」欄は、保有個人情報の開示に反対

する場合に記入してください。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

�
��
�

	
��



香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

四
九



年 月 日（ ）

年 月 日付け 第 号

電話番号（ ） ―

開示する保有個人情報の内
容

開示する保有個人情報に含
まれているあなたに関する
情報の内容

開 示 を 実 施 す る 日

開示を決定した処分の日等

開示することとした理由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１２号（第１２条関係）

保有個人情報開示通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで照会しましたあなた（貴 ）に関する情報が含まれてい

る保有個人情報については、次のとおり開示（一部開示）することと決定しましたので、香川県個人情

報保護条例第２４条第３項（第４３条において準用する第２４条第３項）の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
〇



□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

訂正を求める趣旨及び理由

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
訂正を請求する
場合

別記様式第１３号（第１６条関係）

保有個人情報訂正請求書

年 月 日

香川県警察本部長 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで開示を受けた保有個人情報について、香川県個人情報保護条例第２８条

の規定により、次のとおり保有個人情報の訂正（追加・削除）を請求します。

注 １ 「訂正請求に係る保有個人情報の内容」欄は、訂正請求に係る保有個人情報を特定することが
できるように記入してください。

２ □については、該当するものに「�」を記入してください。
３ 本人が訂正を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）
を提出し、又は提示してください。

４ 法定代理人又は遺族が訂正を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注３の書類に加え、
法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してください。

５ 請求書を提出する際には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、
又は提示してください。

６ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第２９条第３項において準用する第１５条第３
項の規定により補正を求めることがあります。

７ ※欄は、記入しないでください。
８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
一



電話番号（ ） ―

訂正をする保有個人情報の
内容

訂正をする具体的内容

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１４号（第１７条関係）

保有個人情報訂正決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで訂正請求のありました保有個人情報については、次のとおり訂正をす

ることと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３１条第１項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
二



電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

訂 正 を し な い 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１５号（第１７条関係）

保有個人情報不訂正決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで訂正請求のありました保有個人情報については、次のとおり訂正をし

ないことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３１条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
三



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１６号（第１８条関係）

保有個人情報訂正決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、次のとおり訂正決定等の期間を

延長しましたので、香川県個人情報保護条例第３２条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
四



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

香川県個人情報保護条例第
３３条の規定を適用する理由

保有個人情報について訂正
決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１７号（第１９条関係）

保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、香川県個人情報保護条例第３３条

の規定を適用し、次のとおり訂正決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
五



電話番号（ ） ―

年 月 日（ ）

訂正請求に係る保有個人情
報の内容

移送した実施機関における
事務担当課等

移送を受けた実施機関にお
ける事務担当課等

移 送 し た 日

移 送 し た 理 由

備 考

別記様式第１８号（第２０条関係）

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の訂正請求については、次のとおり事案を移送しました

ので、香川県個人情報保護条例第３４条第１項の規定により通知します。

注 １ この訂正請求に係る訂正決定等については、移送を受けた実施機関が行います。

なお、移送を受けた実施機関が訂正決定をした場合は、移送した実施機関は、訂正の実施をし

ます。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
六



年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

訂正の実施をした保有個人
情報の内容

訂正の実施をした具体的内
容

訂 正 の 実 施 を し た 日

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第１９号（第２１条関係）

保有個人情報訂正通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付け 第 号で提供した保有個人情報について、次の

とおり訂正の実施をしましたので、香川県個人情報保護条例第３５条の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
七



□未成年者の法定代理人
□成年被後見人の法定代理人
□死亡した者の配偶者又は２親等内の血族
□死亡した者の３親等内の親族（配偶者及び２親等内の血族を除
く。）

□運転免許証 □旅券 □その他（ ）

□戸籍謄本 □その他（ ）

年 月 日 （出生・死亡）

年 月 日

氏 名

住 所

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

利用停止を求める趣旨及び
理由

請求者の
区分

保有個人
情報の本
人の氏名
及び住所

備 考

※事 務 担 当 課 等

※請 求 者 の 確 認

※
法定代理人又は遺族の
確認

※
本人の生年月日又は
死亡年月日

※受 付 年 月 日

保有個人情報の
本人以外の者が
利用停止を請求
する場合

別記様式第２０号（第２２条関係）

保有個人情報利用停止請求書

年 月 日

香川県警察本部長 殿

請求者 住 所

（〒 ）

ふりがな
氏 名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで開示を受けた保有個人情報について、香川県個人情報保護条例第３６条

の規定により、次のとおり保有個人情報の利用停止（消去・提供の停止）を請求します。

注 １ 「利用停止請求に係る保有個人情報の内容」欄は、利用停止請求に係る保有個人情報を特定す
ることができるように記入してください。

２ 「利用停止を求める趣旨及び理由」欄については、香川県個人情報保護条例第３６条第１項各号
に規定するいずれの規定に違反しているかがわかるようにできるだけ具体的に記入してください。

３ □については、該当するものに「�」を記入してください。
４ 本人が利用停止を請求する場合は、自己が請求者であることを証明する書類（運転免許証、旅
券等）を提出し、又は提示してください。

５ 法定代理人又は遺族が利用停止を請求する場合は、法定代理人又は遺族に係る注４の書類に加
え、法定代理人又は遺族であることを証明する書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してくだ
さい。

６ 記載に不備があるときは、香川県個人情報保護条例第３７条第２項において準用する第１５条第３
項の規定により補正を求めることがあります。

７ ※欄は、記入しないでください。
８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
八



電話番号（ ） ―

利用停止をする保有個人情
報の内容

利用停止をする具体的内容
及び利用停止の手段

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２１号（第２３条関係）

保有個人情報利用停止決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで利用停止請求のありました保有個人情報については、次のとおり利用

停止をすることと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３９条第１項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

五
九



電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

利用停止をしない理由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２２号（第２３条関係）

保有個人情報利用不停止決定通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けで利用停止請求のありました保有個人情報については、次のとおり利用

停止をしないことと決定しましたので、香川県個人情報保護条例第３９条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
〇



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

延長後の決定期間の満了日

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２３号（第２４条関係）

保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の利用停止請求については、次のとおり利用停止決定等

の期間を延長しましたので、香川県個人情報保護条例第４０条第２項の規定により通知します。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
一



年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

電話番号（ ） ―

利用停止請求に係る保有個
人情報の内容

決 定 期 間 の 満 了 日

香川県個人情報保護条例第
４１条の規定を適用する理由

保有個人情報について利用
停止決定等をする期限

事 務 担 当 課 等

備 考

別記様式第２４号（第２５条関係）

保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書

年 月 日

様

香川県警察本部長 �

年 月 日付けの保有個人情報の利用停止請求については、香川県個人情報保護条例第

４１条の規定を適用し、次のとおり利用停止決定等の期間を延長しましたので、同条の規定により通知し

ます。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
二



●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
四
号

香
川
県
警
察
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

香
川
県
警
察
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

管
理
官

第
二
条
第
一
項
中
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
二
号
と
し
、
第
七
号
を
第
三
号
と

し
、
第
八
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

調
査
官

第
二
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第

二
十
一
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

上
席
専
門
官

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十

五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

専
門
員

第
二
条
第
一
項
中
第
三
十
号
及
び
第
三
十
一
号
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
三
十

三
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九

係
員

第
二
条
第
一
項
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
五
号
を
第
三
十
一
号
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

調
査
官

第
二
条
第
二
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

上
席
専
門
官

第
二
条
第
二
項
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

専
門
員

第
二
条
第
二
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

係
員

第
二
条
第
三
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

調
査
官

第
二
条
第
三
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

上
席
専
門
官

第
二
条
第
三
項
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

専
門
員

第
二
条
第
三
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

係
員

第
三
条
第
一
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
主
任
主
席
主
事
」
、
「
主
任
主
席
技
師
」
及
び
「
調
理

員
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
五
号

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
事
項
を
」
の
下
に
「
一
般
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
単
に
」
及
び
「
広
く
」

を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
法
令
」
を
「
法
令
又
は
職
務
上
の
権
限
」
に
、
「
一
定
事
項
」
を
「
一
定
の

事
項
」
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
三



第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
香
川
県
警
察
本
部
警
務
部
企
画
課
（
以
下
「
企
画
課
」
を
「
香
川
県
警
察

本
部
警
務
部
企
画
課
文
書
室
（
以
下
「
文
書
室
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
企
画
課
」
を

「
文
書
室
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
の
表
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
示
方
法
」
を
「
公
示
等
の
方
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
六
号

香
川
県
警
察
公
有
財
産
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

香
川
県
警
察
公
有
財
産
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
公
有
財
産
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
牟
礼
待
機
宿
舎
、
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香
川
県
高
松
西
警
察
署

香
西

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
四



摘
要

数
量

撤
去

年
月
日

建
替

年
月

日
設
置

年
月
日

路
線
名

設
置
場
所

種
類

表
示
方
法

番
号

別
記
様
式
第
３
号
（
第
８
条
関
係
）

大
型

道
路

標
識

管
理

簿
署

（
固
定
式
・
可
変
式
）

備
考１

署
の
名
称
の
下
に
は
「
固
定
式
」
又
は
「
可
変
式
」
、
表
示
方
法
の
欄
に
は
「
灯
火
式
」
又
は
「
反
射
式
」
の
い
ず
れ
か
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
五



附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
七
号

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、

「
の
手
続
そ
の
他
こ
れ
ら
の
法
令
の
実
施
に
関
し
」
を
削
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
書
類
の
提
出
先
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
六
条
第
三
項
若
し
く
は
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
法
第
七
条
第
一

項
（
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
法
第
十
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
及
び
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
当
該
自
動
車

の
保
管
場
所
（
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
場
合
は
、
変
更
後
の
保
管
場
所
）
の
位
置
が
、

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
警
察
署
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
交
番
又
は
駐
在
所
の
所
管
区
に
あ
る
と
き
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
交
番
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
の
」
を
「
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
条
の
」
を
「
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
書
面
を
交
付
し
た
」
を
「
自
動

車
の
保
管
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
が
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
警
察
署
の
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
交
番
又
は
駐
在
所
の
所
管
区
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
を
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
交
番
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
一
条
の
二
、
第
五
条
関
係
）

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
八
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
実
施
す
る
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

警

察

署

交

番

又

は

駐

在

所

交

番

香
川
県
さ
ぬ
き
警
察
署

松
尾
駐
在
所

富
田
駐
在
所

神
前
駐
在
所

石
田
駐

在
所

多
和
駐
在
所

長
尾
交
番

造
田
駐
在
所

長
尾
交
番

香
川
県
小
豆
警
察
署

大
部
駐
在
所

大
鐸
駐
在
所

北
浦
駐
在
所

土
庄
交

番

四
海
駐
在
所

豊
島
駐
在
所

池
田
駐
在
所

三

都
駐
在
所

土
庄
交
番

香
川
県
丸
亀
警
察
署

豊
原
駐
在
所

多
度
津
交
番

四
箇
駐
在
所

白
方
駐

在
所

高
見
駐
在
所

多
度
津
交
番

口

頭

に

よ

り

開

示

請

求

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

保

有

個

人

情

報

口
頭
に
よ
り
開

示
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る

期
間

口
頭
に
よ
り
開

示
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る

場
所

試

験

等

の

名

称

開
示
す
る
内
容

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
の
修
了
考
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
生
活
安
全
部

生
活
安
全
企
画

課

警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
警
備
指
導
教
育
責
任
者
講

習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上

の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る

者
と
し
て
の
認
定
の
考
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
生
活
安
全
部

生
活
安
全
企
画

課

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
六



●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
九
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

財
団
法
人
香
川
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
十
号

平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

一
の
ヌ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヌ

香
川
県
高
松
西
警
察
署
長
印

一
の
ム
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
備
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
警
備
員
又
は
警
備
員
に
な
ろ
う
と

す
る
者
に
対
す
る
検
定

学
科
試
験
及
び
実

技
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
生
活
安
全
部

生
活
安
全
企
画

課

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
の

所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

対
す
る
講
習
会
の
修
了
考
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
生
活
安
全
部

生
活
環
境
課

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
放
置
車
両
の
確

認
等
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し

て
行
う
講
習
（
以
下
「
駐
車
監
視
員
資

格
者
講
習
」
と
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
修
了
考
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
交
通

指
導
課

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一

項
第
一
号
ロ
に
規
定
に
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と

同
等
以
上
の
技
能
及
び
知
識
を
有
す
る

と
認
め
る
者
と
し
て
の
認
定
の
審
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
交
通

指
導
課

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
運
転
免
許
試
験
（
香
川
県
警
察

本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
お
い
て
行

わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

学
科
試
験
の
得
点

（
不
合
格
者
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

合
格
発
表
の
日

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
運
転

免
許
課

道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審

査

審
査
細
目
別
得
点

審
査
最
終
日
以

後
一
週
間
を
経

過
し
た
日
か
ら

一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
運
転

免
許
課

道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
自
動
車
の
運
転

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関

す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審

査

審
査
細
目
別
得
点

審
査
最
終
日
以

後
一
週
間
を
経

過
し
た
日
か
ら

一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
運
転

免
許
課

道
路
交
通
法
第
百
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
基
準
該
当
初
心
運
転
者
に
対
す

る
再
試
験

学
科
再
試
験
の
得

点
（
不
合
格
者
に

合
格
発
表
の
日

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
運
転

免
許
課

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
免
許
の
保
留
、
免
許

の
効
力
の
停
止
又
は
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を

受
け
た
者
に
対
し
て
行
う
講
習
の
考
査

学
科
試
験
の
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
運
転

免
許
課

係
る
も
の
に
限
る
。）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

ム

香
川
県
高
松
西
警
察
署
印

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
九
）

六
八


